
○
経
済
産
業
省
令
第
三
十
三
号

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
の
規

定
に
基
づ
き
、
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

経
済
産
業
大
臣

世
耕

弘
成

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
改
正
の
対
象
と
な
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省
令

第
十
一
号
）
の
一
部
を
、
別
表
に
よ
り
改
正
す
る
。

第
二
条

前
条
に
定
め
る
表
中
の
傍
線
及
び
二
重
傍
線
の
意
義
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線

を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
こ
と
。



二

条
項
番
号
そ
の
他
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
を
改
正
前
欄

に
掲
げ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
対
象
規

定
を
削
り
、
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
改
正
前
欄
に
掲

げ
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
対
象
規
定
を
加
え
る
こ
と
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
設
置
さ
れ
て
い
る
法
第
三
十
七
条
に
規
定
す
る
特
定
供
給
設
備
（
貯
蔵
能
力
が

一
万
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
バ
ル
ク
貯
槽
に
よ
る
供
給
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正

後
の
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
五
十
四
条
第
二
号
ロ

に
定

（２）

め
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



※
官
報
掲
載
時
は
【
別
表
】
の
体
裁
に
よ
る
新
旧
対
照
表
を
挿
入



別
表

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表
（
第
一
条
関
係
）

改

正

後

改

正

前

（
供
給
設
備
の
技
術
上
の
基
準
）

（
供
給
設
備
の
技
術
上
の
基
準
）

第
十
八
条

法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
供
給
設

第
十
八
条

法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
供
給
設

備
（
バ
ル
ク
供
給
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

備
（
バ
ル
ク
供
給
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

）
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

）
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
二
十
一

［
略
］

一
～
二
十
一

［
略
］

二
十
二

第
十
六
条
第
十
三
号
に
基
づ
き
液
化
石
油
ガ
ス
を
体
積
に
よ
り

二
十
二

第
十
六
条
第
十
三
号
に
基
づ
き
液
化
石
油
ガ
ス
を
体
積
に
よ
り

販
売
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の
及
び
ハ

販
売
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の
及
び
ハ

に
掲
げ
る
も
の
が
告
示
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
掲
げ
る
も
の
が
告
示
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と

。
た
だ
し
、
そ
の
設
置
場
所
又
は
一
般
消
費
者
等
の
液
化
石
油
ガ
ス
の

。
た
だ
し
、
そ
の
設
置
場
所
又
は
一
般
消
費
者
等
の
液
化
石
油
ガ
ス
の

消
費
の
形
態
に
特
段
の
事
情
が
あ
る
と
き
（
ロ
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
っ

消
費
の
形
態
に
特
段
の
事
情
が
あ
る
と
き
（
ロ
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
っ

て
は
、
告
示
で
定
め
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
消
費
設
備
の
所
有

て
は
、
告
示
で
定
め
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
消
費
設
備
の
所
有

者
又
は
占
有
者
か
ら
そ
の
設
置
の
承
諾
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き

者
又
は
占
有
者
か
ら
そ
の
設
置
の
承
諾
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ

異
常
な
ガ
ス
流
量
を
検
知
し
た
と
き
に
自
動
的
に
ガ
ス
の
供
給
を

イ

一
定
の
ガ
ス
流
量
を
検
知
し
た
と
き
に
自
動
的
に
ガ
ス
の
供
給
を

停
止
す
る
機
能
及
び
そ
の
旨
の
表
示
を
行
う
機
能
を
有
す
る
ガ
ス
メ

停
止
す
る
機
能
そ
の
他
告
示
で
定
め
る
機
能
を
有
す
る
ガ
ス
メ
ー
タ

ー
タ
ー

ー

ロ
・
ハ

［
略
］

ロ
・
ハ

［
略
］

二
十
三

［
略
］

二
十
三

［
略
］

（
供
給
設
備
の
点
検
の
方
法
）

（
供
給
設
備
の
点
検
の
方
法
）

第
三
十
六
条

法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
安
業
務
に
係

第
三
十
六
条

法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
安
業
務
に
係

る
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
基
準
は
次
の
と
お

る
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
基
準
は
次
の
と
お

り
と
す
る
。

り
と
す
る
。

一

点
検
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
供
給
設
備
の
種
類
ご
と
に
、
そ

一

点
検
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
供
給
設
備
の
種
類
ご
と
に
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る



回
数
で
行
う
も
の
と
す
る
。

回
数
で
行
う
も
の
と
す
る
。

供
給
設
備
の
種
類

点
検
を
行
う
事
項

点
検
の
回
数

供
給
設
備
の
種
類

点
検
を
行
う
事
項

点
検
の
回
数

イ

特
定
供
給
設

［
略
］

［
略
］

イ

特
定
供
給
設

［
略
］

［
略
］

（1）

（1）

備
以
外
の
供
給

第
十
八
条
第
三

［
略
］

備
以
外
の
供
給

第
十
八
条
第
三

［
略
］

（2）

（2）

設
備
（
バ
ル
ク

号
チ
、
第
十
号
（

設
備
（
バ
ル
ク

号
チ
、
第
十
号
（

供
給
に
係
る
も

地
下
室
等
に
係
る

供
給
に
係
る
も

地
下
室
等
に
係
る

の
を
除
く
。
）

供
給
管
（
ポ
リ
エ

の
を
除
く
。
）

供
給
管
の
部
分
及

チ
レ
ン
管
を
使
用

び
亜
鉛
め
っ
き
を

し
て
い
る
も
の
を

施
し
た
供
給
管
又

除
く
。
）
の
部
分

は
亜
鉛
め
っ
き
を

及
び
亜
鉛
め
っ
き

施
し
た
供
給
管
に

を
施
し
た
供
給
管

防
し
ょ
く
テ
ー
プ

（
防
し
ょ
く
テ
ー

を
施
し
た
も
の
で

プ
を
施
し
た
も
の

あ
っ
て
地
盤
面
下

を
含
み
、
機
能
を

に
埋
設
し
た
も
の

損
な
う
お
そ
れ
の

（
地
下
室
等
に
係

あ
る
腐
し
ょ
く
が

る
供
給
管
の
部
分

生
じ
な
い
も
の
を

を
除
く
。
）
に
限

除
く
。
）
で
あ
っ

り
、
ポ
リ
エ
チ
レ

て
地
盤
面
下
に
埋

ン
管
を
使
用
し
て

設
し
た
も
の
（
地

い
る
供
給
管
を
除

下
室
等
に
係
る
供

く
。
）
及
び
第
二

給
管
の
部
分
を
除

十
一
号
に
掲
げ
る

く
。
）
に
限
る
。

基
準
に
関
す
る
事

）
及
び
第
二
十
一

項

号
に
掲
げ
る
基
準



に
関
す
る
事
項

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

（3）

（3）

第
十
八
条
第
二

［
略
］

第
十
八
条
第
二

［
略
］

（4）

（4）

号
イ
及
び
ハ
か
ら

号
イ
及
び
ハ
か
ら

ト
ま
で
、
第
三
号

ト
ま
で
、
第
三
号

イ
、
ホ
及
び
ヘ
、

イ
、
ホ
及
び
ヘ
、

第
五
号
（
調
整
器

第
五
号
（
調
整
器

と
ガ
ス
メ
ー
タ
ー

と
ガ
ス
メ
ー
タ
ー

の
間
の
部
分
に
限

の
間
の
部
分
に
限

る
。
）
、
第
六
号

る
。
）
、
第
六
号

、
第
十
号
（
地
下

、
第
十
号
（
地
下

室
等
に
係
る
供
給

室
等
に
係
る
供
給

管
の
部
分
、
亜
鉛

管
の
部
分
、
亜
鉛

め
っ
き
を
施
し
た

め
っ
き
を
施
し
た

供
給
管
（
防
し
ょ

供
給
管
又
は
亜
鉛

く
テ
ー
プ
を
施
し

め
っ
き
を
施
し
た

た
も
の
を
含
み
、

供
給
管
に
防
し
ょ

機
能
を
損
な
う
お

く
テ
ー
プ
を
施
し

そ
れ
の
あ
る
腐
し

た
も
の
で
あ
っ
て

ょ
く
が
生
じ
な
い

地
盤
面
下
に
埋
設

も
の
を
除
く
。
）

し
た
も
の
（
地
下

で
あ
っ
て
地
盤
面

室
等
に
係
る
供
給

下
に
埋
設
し
た
も

管
の
部
分
を
除
く

の
（
地
下
室
等
に

。
）
及
び
ポ
リ
エ

係
る
供
給
管
の
部

チ
レ
ン
管
を
使
用

分
を
除
く
。
）
及

し
て
い
る
供
給
管

び
ポ
リ
エ
チ
レ
ン

を
除
く
。
）
、
第

管
を
使
用
し
て
い

十
一
号
、
第
十
四



る
供
給
管
を
除
く

号
並
び
に
第
二
十

。
）
、
第
十
一
号

号
ハ
に
掲
げ
る
基

、
第
十
四
号
並
び

準
に
関
す
る
事
項

に
第
二
十
号
ハ
に

掲
げ
る
基
準
に
関

す
る
事
項

ロ

特
定
供
給
設

［
略
］

［
略
］

ロ

特
定
供
給
設

［
略
］

［
略
］

（1）

（1）

備
以
外
の
供
給

第
十
九
条
第
七

［
略
］

備
以
外
の
供
給

第
十
九
条
第
七

［
略
］

（2）

（2）

設
備
（
バ
ル
ク

号
（
第
十
八
条
第

設
備
（
バ
ル
ク

号
（
第
十
八
条
第

供
給
に
係
る
も

十
号
（
地
下
室
等

供
給
に
係
る
も

十
号
（
地
下
室
等

の
に
限
る
。
）

に
係
る
供
給
管
（

の
に
限
る
。
）

に
係
る
供
給
管
の

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
管

部
分
及
び
亜
鉛
め

を
使
用
し
て
い
る

っ
き
を
施
し
た
供

も
の
を
除
く
。
）

給
管
又
は
亜
鉛
め

の
部
分
及
び
亜
鉛

っ
き
を
施
し
た
供

め
っ
き
を
施
し
た

給
管
に
防
し
ょ
く

供
給
管
（
防
し
ょ

テ
ー
プ
を
施
し
た

く
テ
ー
プ
を
施
し

も
の
で
あ
っ
て
地

た
も
の
を
含
み
、

盤
面
下
に
埋
設
し

機
能
を
損
な
う
お

た
も
の
（
地
下
室

そ
れ
の
あ
る
腐
し

等
に
係
る
供
給
管

ょ
く
が
生
じ
な
い

の
部
分
を
除
く
。

も
の
を
除
く
。
）

）
に
限
り
、
ポ
リ

で
あ
っ
て
地
盤
面

エ
チ
レ
ン
管
を
使

下
に
埋
設
し
た
も

用
し
て
い
る
供
給

の
（
地
下
室
等
に

管
を
除
く
。
）
及

係
る
供
給
管
の
部

び
第
二
十
一
号
に

分
を
除
く
。
）
に

係
る
部
分
に
限
る



限
る
。
）
及
び
第

。
）
に
掲
げ
る
基

二
十
一
号
に
係
る

準
に
関
す
る
事
項

部
分
に
限
る
。
）

掲
げ
る
基
準
に
関

す
る
事
項

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

（3）

（3）

第
十
九
条
第
一

［
略
］

第
十
九
条
第
一

［
略
］

（4）

（4）

号
チ
、
リ
並
び
に

号
チ
、
リ
並
び
に

ワ
、
第
二
号
イ
、

ワ
、
第
二
号
イ
、

ハ
並
び
に
ホ
（
第

ハ
並
び
に
ホ
（
第

一
号
チ
、
リ
及
び

一
号
チ
、
リ
及
び

ワ
に
係
る
部
分
に

ワ
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
、
第
三

限
る
。
）
、
第
三

号
ロ
、
ハ

及
び

号
ロ
、
ハ

及
び

(9)

(9)

、
ニ

並
び
に

、
ニ

並
び
に

(10)

(2)

(10)

(2)

ホ

及
び

並
び

ホ

及
び

並
び

(2)

(6)

(2)

(6)

に
第
七
号
（
第
十

に
第
七
号
（
第
十

八
条
第
五
号
（
調

八
条
第
五
号
（
調

整
器
と
ガ
ス
メ
ー

整
器
と
ガ
ス
メ
ー

タ
ー
の
間
の
部
分

タ
ー
の
間
の
部
分

に
限
る
。
）
、
第

に
限
る
。
）
、
第

六
号
、
第
十
号
（

六
号
、
第
十
号
（

地
下
室
等
に
係
る

地
下
室
等
に
係
る

供
給
管
の
部
分
、

供
給
管
の
部
分
、

亜
鉛
め
っ
き
を
施

亜
鉛
め
っ
き
を
施

し
た
供
給
管
（
防

し
た
供
給
管
又
は

し
ょ
く
テ
ー
プ
を

亜
鉛
め
っ
き
を
施

施
し
た
も
の
を
含

し
た
供
給
管
に
防



み
、
機
能
を
損
な

し
ょ
く
テ
ー
プ
を

う
お
そ
れ
の
あ
る

施
し
た
も
の
で
あ

腐
し
ょ
く
が
生
じ

っ
て
地
盤
面
下
に

な
い
も
の
を
除
く

埋
設
し
た
も
の
（

。
）
で
あ
っ
て
地

地
下
室
等
に
係
る

盤
面
下
に
埋
設
し

供
給
管
の
部
分
を

た
も
の
（
地
下
室

除
く
。
）
及
び
ポ

等
に
係
る
供
給
管

リ
エ
チ
レ
ン
管
を

の
部
分
を
除
く
。

使
用
し
て
い
る
供

）
及
び
ポ
リ
エ
チ

給
管
を
除
く
。
）

レ
ン
管
を
使
用
し

、
第
十
一
号
、
第

て
い
る
供
給
管
を

十
四
号
及
び
第
二

除
く
。
）
、
第
十

十
号
ハ
に
係
る
部

一
号
、
第
十
四
号

分
に
限
る
。
）
に

及
び
第
二
十
号
ハ

掲
げ
る
基
準
に
関

に
係
る
部
分
に
限

す
る
事
項

る
。
）
に
掲
げ
る

基
準
に
関
す
る
事

項

ハ

特
定
供
給
設

［
略
］

［
略
］

ハ

特
定
供
給
設

［
略
］

［
略
］

（1）

（1）

備
（
バ
ル
ク
供

第
五
十
三
条
第

［
略
］

備
（
バ
ル
ク
供

第
五
十
三
条
第

［
略
］

（2）

（2）

給
に
係
る
も
の

二
号
ヌ
及
び
第
四

給
に
係
る
も
の

二
号
ヌ
及
び
第
四

を
除
く
。
）

号
（
第
十
八
条
第

を
除
く
。
）

号
（
第
十
八
条
第

十
号
（
地
下
室
等

十
号
（
地
下
室
等

に
係
る
供
給
管
（

に
係
る
供
給
管
の

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
管

部
分
及
び
亜
鉛
め

を
使
用
し
て
い
る

っ
き
を
施
し
た
供

も
の
を
除
く
。
）

給
管
又
は
亜
鉛
め



の
部
分
及
び
亜
鉛

っ
き
を
施
し
た
供

め
っ
き
を
施
し
た

給
管
に
防
し
ょ
く

供
給
管
（
防
し
ょ

テ
ー
プ
を
施
し
た

く
テ
ー
プ
を
施
し

も
の
で
あ
っ
て
地

た
も
の
を
含
み
、

盤
面
下
に
埋
設
し

機
能
を
損
な
う
お

た
も
の
（
地
下
室

そ
れ
の
あ
る
腐
し

等
に
係
る
供
給
管

ょ
く
が
生
じ
な
い

の
部
分
を
除
く
。

も
の
を
除
く
。
）

）
に
限
り
、
ポ
リ

で
あ
っ
て
地
盤
面

エ
チ
レ
ン
管
を
使

下
に
埋
設
し
た
も

用
し
て
い
る
供
給

の
（
地
下
室
等
に

管
を
除
く
。
）
及

係
る
供
給
管
の
部

び
第
二
十
一
号
に

分
を
除
く
。
）
に

係
る
部
分
に
限
る

限
る
。
）
及
び
第

。
）
に
掲
げ
る
基

二
十
一
号
に
係
る

準
に
関
す
る
事
項

部
分
に
限
る
。
）

に
掲
げ
る
基
準
に

関
す
る
事
項

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

（3）

（3）

第
五
十
三
条
第

［
略
］

第
五
十
三
条
第

［
略
］

（4）

（4）

一
号
イ
、
ロ
及
び

一
号
イ
、
ロ
及
び

ニ
か
ら
チ
ま
で
、

ニ
か
ら
チ
ま
で
、

第
二
号
イ
、
ロ
、

第
二
号
イ
、
ロ
、

ト
及
び
チ
、
第
四

ト
及
び
チ
、
第
四

号
（
第
十
八
条
第

号
（
第
十
八
条
第

六
号
、
第
十
号
（

六
号
、
第
十
号
（

地
下
室
等
に
係
る

地
下
室
等
に
係
る



供
給
管
の
部
分
、

供
給
管
の
部
分
、

亜
鉛
め
っ
き
を
施

亜
鉛
め
っ
き
を
施

し
た
供
給
管
（
防

し
た
供
給
管
又
は

し
ょ
く
テ
ー
プ
を

亜
鉛
め
っ
き
を
施

施
し
た
も
の
を
含

し
た
供
給
管
に
防

み
、
機
能
を
損
な

し
ょ
く
テ
ー
プ
を

う
お
そ
れ
の
あ
る

施
し
た
も
の
で
あ

腐
し
ょ
く
が
生
じ

っ
て
地
盤
面
下
に

な
い
も
の
を
除
く

埋
設
し
た
も
の
（

。
）
で
あ
っ
て
地

地
下
室
等
に
係
る

盤
面
下
に
埋
設
し

供
給
管
の
部
分
を

た
も
の
（
地
下
室

除
く
。
）
及
び
ポ

等
に
係
る
供
給
管

リ
エ
チ
レ
ン
管
を

の
部
分
を
除
く
。

使
用
し
た
供
給
管

）
及
び
ポ
リ
エ
チ

を
除
く
。
）
及
び

レ
ン
管
を
使
用
し

第
二
十
号
ハ
に
係

た
供
給
管
を
除
く

る
部
分
に
限
る
。

。
）
及
び
第
二
十

）
に
掲
げ
る
基
準

号
ハ
に
係
る
部
分

に
関
す
る
事
項

に
限
る
。
）
に
掲

げ
る
基
準
に
関
す

る
事
項

ニ

特
定
供
給
設

［
略
］

［
略
］

ニ

特
定
供
給
設

［
略
］

［
略
］

（1）

（1）

備
（
バ
ル
ク
供

第
五
十
四
条
第

［
略
］

備
（
バ
ル
ク
供

第
五
十
四
条
第

［
略
］

（2）

（2）

給
に
係
る
も
の

三
号
（
第
十
八
条

給
に
係
る
も
の

三
号
（
第
十
八
条

に
限
る
。
）

第
十
号
（
地
下
室

に
限
る
。
）

第
十
号
（
地
下
室

等
に
係
る
供
給
管

等
に
係
る
供
給
管

（
ポ
リ
エ
チ
レ
ン

の
部
分
及
び
亜
鉛



管
を
使
用
し
て
い

め
っ
き
を
施
し
た

る
も
の
を
除
く
。

供
給
管
又
は
亜
鉛

）
の
部
分
及
び
亜

め
っ
き
を
施
し
た

鉛
め
っ
き
を
施
し

供
給
管
に
防
し
ょ

た
供
給
管
（
防
し

く
テ
ー
プ
を
施
し

ょ
く
テ
ー
プ
を
施

た
も
の
で
あ
っ
て

し
た
も
の
を
含
み

地
盤
面
下
に
埋
設

、
機
能
を
損
な
う

し
た
も
の
（
地
下

お
そ
れ
の
あ
る
腐

室
等
に
係
る
供
給

し
ょ
く
が
生
じ
な

管
の
部
分
を
除
く

い
も
の
を
除
く
。

。
）
に
限
り
、
ポ

）
で
あ
っ
て
地
盤

リ
エ
チ
レ
ン
管
を

面
下
に
埋
設
し
た

使
用
し
て
い
る
供

も
の
（
地
下
室
等

給
管
を
除
く
。
）

に
係
る
供
給
管
の

及
び
第
二
十
一
号

部
分
を
除
く
。
）

に
係
る
部
分
に
限

に
限
る
。
）
及
び

る
。
）
に
掲
げ
る

第
二
十
一
号
に
係

基
準
に
関
す
る
事

る
部
分
に
限
る
。

項

）
に
掲
げ
る
基
準

に
関
す
る
事
項

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

（3）

（3）

第
五
十
四
条
第

［
略
］

第
五
十
四
条
第

［
略
］

（4）

（4）

一
号
（
第
十
九
条

一
号
（
第
十
九
条

第
二
号
ハ
及
び
ホ

第
二
号
ハ
及
び
ホ

（
第
一
号
チ
、
リ

（
第
一
号
チ
、
リ

及
び
ワ
に
係
る
部

及
び
ワ
に
係
る
部

分
に
限
る
。
）
並

分
に
限
る
。
）
並



び
に
第
五
十
三
条

び
に
第
五
十
三
条

第
一
号
イ
及
び
ロ

第
一
号
イ
及
び
ロ

に
係
る
部
分
に
限

に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
、
第
二
号

る
。
）
、
第
二
号

ロ

か
ら

ま
で

ロ

か
ら

ま
で

(1)

(3)

(1)

(3)

、
ホ
（
第
十
九
条

、
ホ
（
第
十
九
条

第
三
号
ハ

及
び

第
三
号
ハ

及
び

(9)

(9)

に
係
る
部
分
に

に
係
る
部
分
に

(10)

(10)

限
る
。
）
、
ヘ
（

限
る
。
）
、
ヘ
（

第
十
九
条
第
三
号

第
十
九
条
第
三
号

ニ

に
係
る
部
分

ニ

に
係
る
部
分

(2)

(2)

に
限
る
。
）
及
び

に
限
る
。
）
及
び

ト
（
第
十
九
条
第

ト
（
第
十
九
条
第

三
号
ホ

及
び

三
号
ホ

及
び

(2)

(6)

(2)

(6)

に
係
る
部
分
に
限

に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
並
び
に
第

る
。
）
並
び
に
第

三
号
（
第
十
八
条

三
号
（
第
十
八
条

第
六
号
、
第
十
号

第
六
号
、
第
十
号

（
地
下
室
等
に
係

（
地
下
室
等
に
係

る
供
給
管
の
部
分

る
供
給
管
の
部
分

、
亜
鉛
め
っ
き
を

、
亜
鉛
め
っ
き
を

施
し
た
供
給
管
（

施
し
た
供
給
管
又

防
し
ょ
く
テ
ー
プ

は
亜
鉛
め
っ
き
を

を
施
し
た
も
の
を

施
し
た
供
給
管
に

含
み
、
機
能
を
損

防
し
ょ
く
テ
ー
プ

な
う
お
そ
れ
の
あ

を
施
し
た
も
の
で

る
腐
し
ょ
く
が
生

あ
っ
て
地
盤
面
下

じ
な
い
も
の
を
除

に
埋
設
し
た
も
の



く
。
）
で
あ
っ
て

（
地
下
室
等
に
係

地
盤
面
下
に
埋
設

る
供
給
管
の
部
分

し
た
も
の
（
地
下

を
除
く
。
）
及
び

室
等
に
係
る
供
給

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
管

管
の
部
分
を
除
く

を
使
用
し
て
い
る

。
）
及
び
ポ
リ
エ

供
給
管
を
除
く
。

チ
レ
ン
管
を
使
用

）
及
び
第
二
十
号

し
て
い
る
供
給
管

ハ
に
係
る
部
分
に

を
除
く
。
）
及
び

限
る
。
）
に
掲
げ

第
二
十
号
ハ
に
係

る
基
準
に
関
す
る

る
部
分
に
限
る
。

事
項

）
に
掲
げ
る
基
準

に
関
す
る
事
項

二

［
略
］

二

［
略
］

２

［
略
］

２

［
略
］

（
消
費
設
備
の
調
査
の
方
法
）

（
消
費
設
備
の
調
査
の
方
法
）

第
三
十
七
条

法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
保
安
業
務
に
係

第
三
十
七
条

法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
保
安
業
務
に
係

る
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と

る
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

お
り
と
す
る
。

一

調
査
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
消
費
設
備
の
種
類
ご
と
に
、
そ

一

調
査
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
消
費
設
備
の
種
類
ご
と
に
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

回
数
で
行
う
も
の
と
す
る
。

回
数
で
行
う
も
の
と
す
る
。

消
費
設
備
の
種
類

調
査
を
行
う
事
項

調
査
の
回
数

消
費
設
備
の
種
類

調
査
を
行
う
事
項

調
査
の
回
数

イ

第
四
十
四
条

第
四
十
四
条
第

［
略
］

イ

第
四
十
四
条

第
四
十
四
条
第

［
略
］

（1）

（1）

第
一
号
に
掲
げ

一
号
ヘ
（
地
下
室

第
一
号
に
掲
げ

一
号
ヘ
（
地
下
室



る
消
費
設
備

等
に
係
る
配
管
（

る
消
費
設
備

等
に
係
る
部
分
及

ポ
リ
エ
チ
レ
ン
管

び
亜
鉛
め
っ
き
を

を
使
用
し
た
も
の

施
し
た
配
管
又
は

を
除
く
。
）
の
部

亜
鉛
め
っ
き
を
施

分
及
び
亜
鉛
め
っ

し
た
配
管
に
防
し

き
を
施
し
た
配
管

ょ
く
テ
ー
プ
を
施

（
防
し
ょ
く
テ
ー

し
た
も
の
で
あ
っ

プ
を
施
し
た
も
の

て
地
盤
面
下
に
埋

を
含
み
、
機
能
を

設
し
た
も
の
（
地

損
な
う
お
そ
れ
の

下
室
等
に
係
る
配

あ
る
腐
し
ょ
く
が

管
の
部
分
を
除
く

生
じ
な
い
も
の
を

。
）
に
限
り
、
ポ

除
く
。
）
で
あ
っ

リ
エ
チ
レ
ン
管
を

て
地
盤
面
下
に
埋

使
用
し
た
も
の
を

設
し
た
も
の
（
地

除
く
。
）
及
び
ヲ

下
室
等
に
係
る
配

（
地
下
室
等
に
係

管
の
部
分
を
除
く

る
部
分
に
限
る
。

。
）
に
限
る
。
）

）
に
掲
げ
る
基
準

及
び
ヲ
（
地
下
室

に
関
す
る
事
項

等
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
に
掲
げ

る
基
準
に
関
す
る

事
項第

四
十
四
条
第

［
略
］

第
四
十
四
条
第

［
略
］

（2）

（2）

一
号
イ
（
配
管
及

一
号
イ
（
配
管
及

び
ガ
ス
栓
に
係
る

び
ガ
ス
栓
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）

部
分
に
限
る
。
）

、
ロ
、
ヘ
（
地
下

、
ロ
、
ヘ
（
地
下



室
等
に
係
る
部
分

室
等
に
係
る
部
分

、
亜
鉛
め
っ
き
を

、
亜
鉛
め
っ
き
を

施
し
た
配
管
（
防

施
し
た
配
管
又
は

し
ょ
く
テ
ー
プ
を

亜
鉛
め
っ
き
を
施

施
し
た
も
の
を
含

し
た
配
管
に
防
し

み
、
機
能
を
損
な

ょ
く
テ
ー
プ
を
施

う
お
そ
れ
の
あ
る

し
た
も
の
で
あ
っ

腐
し
ょ
く
が
生
じ

て
地
盤
面
下
に
埋

な
い
も
の
を
除
く

設
し
た
も
の
（
地

。
）
で
あ
っ
て
地

下
室
等
に
係
る
配

盤
面
下
に
埋
設
し

管
の
部
分
を
除
く

た
も
の
（
地
下
室

。
）
及
び
ポ
リ
エ

等
に
係
る
配
管
の

チ
レ
ン
管
を
使
用

部
分
を
除
く
。
）

し
た
も
の
を
除
く

及
び
ポ
リ
エ
チ
レ

。
）
、
ト
、
ヌ
、

ン
管
を
使
用
し
た

ヲ
（
地
下
室
等
に

も
の
を
除
く
。
）

係
る
部
分
を
除
く

、
ト
、
ヌ
、
ヲ
（

。
）
、
ワ
、
カ
、

地
下
室
等
に
係
る

ヨ
、
タ

か
ら

(1)
(i）

部
分
を
除
く
。
）

ま
で
及
び

(iv）

(2)
(i）

、
ワ
、
カ
、
ヨ
、

（

及
び

に

(1)
(i）

(iv）

タ

か
ら

ま

係
る
部
分
に
限
る

(1)
(i）

(iv）

で
及
び

（

。
）
、
ツ
（
不
完

(2)
(i）

(1)

及
び

に
係
る

全
燃
焼
す
る
状
態

(i）

(iv）

部
分
に
限
る
。
）

に
至
っ
た
場
合
に

、
ツ
（
不
完
全
燃

当
該
燃
焼
器
へ
の

焼
す
る
状
態
に
至

ガ
ス
供
給
を
自
動

っ
た
場
合
に
当
該

的
に
遮
断
し
燃
焼



燃
焼
器
へ
の
ガ
ス

を
停
止
す
る
機
能

供
給
を
自
動
的
に

を
有
す
る
と
認
め

遮
断
し
燃
焼
を
停

ら
れ
る
も
の
を
除

止
す
る
機
能
を
有

く
。
）
、
ネ

及
(2)

す
る
と
認
め
ら
れ

び

並
び
に
ム
に

(3)

る
も
の
を
除
く
。

掲
げ
る
基
準
に
関

）
、
ネ

及
び

す
る
事
項

(2)

(3)

並
び
に
ム
に
掲
げ

る
基
準
に
関
す
る

事
項

ロ

第
四
十
四
条

［
略
］

［
略
］

ロ

第
四
十
四
条

［
略
］

［
略
］

（1）

（1）

第
二
号
に
掲
げ

第
四
十
四
条
第

［
略
］

第
二
号
に
掲
げ

第
四
十
四
条
第

［
略
］

（2）

（2）

る
消
費
設
備

二
号
イ

（
第
四

る
消
費
設
備

二
号
イ

（
第
四

(7)

(7)

十
四
条
第
一
号
へ

十
四
条
第
一
号
ヘ

（
地
下
室
等
に
係

（
地
下
室
等
に
係

る
配
管
（
ポ
リ
エ

る
部
分
及
び
亜
鉛

チ
レ
ン
管
を
使
用

め
っ
き
を
施
し
た

し
た
も
の
を
除
く

配
管
又
は
亜
鉛
め

。
）
の
部
分
及
び

っ
き
を
施
し
た
配

亜
鉛
め
っ
き
を
施

管
に
防
し
ょ
く
テ

し
た
配
管
（
防
し

ー
プ
を
施
し
た
も

ょ
く
テ
ー
プ
を
施

の
で
あ
っ
て
地
盤

し
た
も
の
を
含
み

面
下
に
埋
設
し
た

、
機
能
を
損
な
う

も
の
（
地
下
室
等

お
そ
れ
の
あ
る
腐

に
係
る
配
管
の
部

し
ょ
く
が
生
じ
な

分
を
除
く
。
）
に

い
も
の
を
除
く
。

限
り
、
ポ
リ
エ
チ

）
で
あ
っ
て
地
盤

レ
ン
管
を
使
用
し



面
下
に
埋
設
し
た

た
も
の
を
除
く
。

も
の
（
地
下
室
等

）
に
係
る
部
分
に

に
係
る
配
管
の
部

限
る
。
）
及
び
(8)

分
を
除
く
。
）
に

（
地
下
室
等
に
係

限
る
。
）
に
係
る

る
部
分
に
限
る
。

部
分
に
限
る
。
）

）
に
掲
げ
る
基
準

及
び

（
地
下
室

に
関
す
る
事
項

(8)

等
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
に
掲
げ

る
基
準
に
関
す
る

事
項第

四
十
四
条
第

［
略
］

第
四
十
四
条
第

［
略
］

（3）

（3）

二
号
イ

、

（

二
号
イ

、

（

(3)

(5)

(3)

(5)

第
十
八
条
第
十
号

第
十
八
条
第
十
号

に
係
る
部
分
に
限

に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
、

（
同

る
。
）
、

（
同

(6)

(6)

条
第
二
十
号
ハ
に

条
第
二
十
号
ハ
に

係
る
部
分
に
限
る

係
る
部
分
に
限
る

。
）
、

（
第
四

。
）
、

（
第
四

(7)

(7)

十
四
条
第
一
号
ロ

十
四
条
第
一
号
ロ

及
び
へ
（
地
下
室

及
び
ヘ
（
地
下
室

等
に
係
る
部
分
、

等
に
係
る
部
分
、

亜
鉛
め
っ
き
を
施

亜
鉛
め
っ
き
を
施

し
た
配
管
（
防
し

し
た
配
管
又
は
亜

ょ
く
テ
ー
プ
を
施

鉛
め
っ
き
を
施
し

し
た
も
の
を
含
み

た
配
管
に
防
し
ょ

、
機
能
を
損
な
う

く
テ
ー
プ
を
施
し

お
そ
れ
の
あ
る
腐

た
も
の
で
あ
っ
て



し
ょ
く
が
生
じ
な

地
盤
面
下
に
埋
設

い
も
の
を
除
く
。

し
た
も
の
（
地
下

）
で
あ
っ
て
地
盤

室
等
に
係
る
配
管

面
下
に
埋
設
し
た

の
部
分
を
除
く
。

も
の
（
地
下
室
等

）
及
び
ポ
リ
エ
チ

に
係
る
配
管
の
部

レ
ン
管
を
使
用
し

分
を
除
く
。
）
及

た
も
の
を
除
く
。

び
ポ
リ
エ
チ
レ
ン

）
に
係
る
部
分
に

管
を
使
用
し
た
も

限
る
。
）
、

（
(8)

の
を
除
く
。
）
に

地
下
室
等
に
係
る

係
る
部
分
に
限
る

部
分
を
除
く
。
）

。
）
、

（
地
下

、

（
同
号
ヨ
、

(8)

(9)

室
等
に
係
る
部
分

ツ
（
不
完
全
燃
焼

を
除
く
。
）
、

す
る
状
態
に
至
っ

(9)

（
同
号
ヨ
、
ツ
（

た
場
合
に
当
該
燃

不
完
全
燃
焼
す
る

焼
器
へ
の
ガ
ス
の

状
態
に
至
っ
た
場

供
給
を
自
動
的
に

合
に
当
該
燃
焼
器

遮
断
し
燃
焼
を
停

へ
の
ガ
ス
の
供
給

止
す
る
機
能
を
有

を
自
動
的
に
遮
断

す
る
と
認
め
ら
れ

し
燃
焼
を
停
止
す

る
も
の
を
除
く
。

る
機
能
を
有
す
る

）
、
ネ

及
び

(2)

(3)

と
認
め
ら
れ
る
も

並
び
に
ム
に
係
る

の
を
除
く
。
）
、

部
分
に
限
る
。)

ネ

及
び

並
び

、

（
同
号
タ

(2)

(3)

(10)

(1)

に
ム
に
係
る
部
分

か
ら

ま
で
及

(i）

(iv）

に
限
る
。)

、

び

（

及

(10)

(2)
(i）

(1)
(i）

（
同
号
タ

か

び

に
係
る
部
分

(1)
(i）

(iv）



ら

ま
で
及
び

に
限
る
。
）
に
係

(iv）

(2)

（

及
び

る
部
分
に
限
る
。

(i）

(1)
(i）

(iv）

に
係
る
部
分
に
限

）
及
び

（
同
号

(13)

る
。
）
に
係
る
部

イ
（
配
管
及
び
ガ

分
に
限
る
。
）
及

ス
栓
に
係
る
部
分

び

（
同
号
イ
（

に
限
る
。
）
及
び

(13)
配
管
及
び
ガ
ス
栓

ヌ
に
係
る
部
分
に

に
係
る
部
分
に
限

限
る
。
）
並
び
に

る
。
）
及
び
ヌ
に

ロ

、

（
第
十

(1)

(2)

係
る
部
分
に
限
る

八
条
第
二
十
号
イ

。
）
並
び
に
ロ

及
び
ハ
に
係
る
部

(1)

、

（
第
十
八
条

分
に
限
る
。
）
及

(2)
第
二
十
号
イ
及
び

び

に
掲
げ
る
基

(3)

ハ
に
係
る
部
分
に

準
に
関
す
る
事
項

限
る
。
）
及
び
(3)

に
掲
げ
る
基
準
に

関
す
る
事
項

二
～
四

［
略
］

二
～
四

［
略
］

（
消
費
設
備
の
技
術
上
の
基
準
）

（
消
費
設
備
の
技
術
上
の
基
準
）

第
四
十
四
条

法
第
三
十
五
条
の
五
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
消
費
設
備

第
四
十
四
条

法
第
三
十
五
条
の
五
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
消
費
設
備

の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

次
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
消
費
設
備
は
、
次
に
定
め
る
基
準
に
適

一

次
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
消
費
設
備
は
、
次
に
定
め
る
基
準
に
適

合
す
る
こ
と
。

合
す
る
こ
と
。

イ
～
ヌ

［
略
］

イ
～
ヌ

［
略
］

ル

末
端
ガ
ス
栓
と
燃
焼
器
と
を
硬
質
管
、
液
化
石
油
ガ
ス
用
継
手
金

ル

末
端
ガ
ス
栓
と
燃
焼
器
と
を
硬
質
管
、
液
化
石
油
ガ
ス
用
継
手
金

具
付
低
圧
ホ
ー
ス
、
ゴ
ム
管
等
を
用
い
て
接
続
す
る
場
合
は
、
そ
の

具
付
低
圧
ホ
ー
ス
、
ゴ
ム
管
等
を
用
い
て
接
続
す
る
場
合
は
、
告
示

使
用
条
件
に
照
ら
し
適
切
な
も
の
を
用
い
る
こ
と

で
定
め
る
規
格
に
適
合
す
る
も
の
を
用
い
る
こ
と
。



ヲ
～
ム

［
略
］

ヲ
～
ム

［
略
］

二

［
略
］

二

［
略
］

（
バ
ル
ク
供
給
に
係
る
特
定
供
給
設
備
の
技
術
上
の
基
準
）

（
バ
ル
ク
供
給
に
係
る
特
定
供
給
設
備
の
技
術
上
の
基
準
）

第
五
十
四
条

法
第
三
十
七
条
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
特
定
供
給
設
備

第
五
十
四
条

法
第
三
十
七
条
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
特
定
供
給
設
備

（
バ
ル
ク
供
給
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各

（
バ
ル
ク
供
給
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
略
］

二

バ
ル
ク
貯
槽
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

二

バ
ル
ク
貯
槽
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

イ

［
略
］

イ

［
略
］

ロ

次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

次
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

［
略
］

［
略
］

（１）

（１）

貯
蔵
能
力
が
三
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
バ
ル
ク
貯
槽
（
次
の
表

貯
蔵
能
力
が
三
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
一
万
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の

（２）

（２）

に
掲
げ
る
バ
ル
ク
貯
槽
で
あ
っ
て
、
貯
蔵
能
力
が
一
万
キ
ロ
グ
ラ

バ
ル
ク
貯
槽
（
次
の
表
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
外

ム
未
満
の
も
の
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
外
面
か
ら
、
第
一
種
保
安

面
か
ら
、
第
一
種
保
安
物
件
に
対
し
十
六
・
九
七
メ
ー
ト
ル
以
上

物
件
に
対
し
十
六
・
九
七
メ
ー
ト
ル
以
上
、
第
二
種
保
安
物
件
に

、
第
二
種
保
安
物
件
に
対
し
十
一
・
三
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離

対
し
十
一
・
三
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
を
有
す
る
こ
と
。

を
有
す
る
こ
と
。

表
［
略
］

表
［
略
］

・

［
略
］

・

［
略
］

（３）

（４）

（３）

（４）

ハ
～
チ

［
略
］

ハ
～
チ

［
略
］

三
・
四

［
略
］

三
・
四

［
略
］

（
軽
微
な
変
更
）

（
軽
微
な
変
更
）

第
六
十
六
条

法
第
三
十
七
条
の
四
第
三
項
で
準
用
す
る
法
第
三
十
七
条
の

第
六
十
六
条

法
第
三
十
七
条
の
四
第
三
項
で
準
用
す
る
法
第
三
十
七
条
の

二
第
一
項
た
だ
し
書
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
の

二
第
一
項
た
だ
し
書
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
略
］

二

液
化
石
油
ガ
ス
が
通
る
部
分
の
充
て
ん
設
備
に
係
る
設
備
の
取
替
え

［
号
を
加
え
る
。
］

（
液
化
石
油
ガ
ス
保
安
規
則
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ

き
製
造
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
経
済
産
業
大
臣
が
認
め
る
者
が
製



造
し
た
も
の
そ
の
他
の
保
安
上
特
段
の
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
認
め

ら
れ
た
も
の
へ
の
取
替
え
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
設
備
の
処
理

能
力
（
同
規
則
第
二
条
第
一
項
第
十
五
号
に
定
め
る
処
理
能
力
を
い
う

。
）
の
変
更
を
伴
わ
な
い
も
の
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

三
・
四

［
略
］

二
・
三

［
略
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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